
令和４年７月２５日 
  特 別 区 長 会 

 
令和５年度 都の施策及び予算に関する要望について 

 
特別区長会は東京都に対し、令和５年度予算編成に向けて、重点となる２２項目の

要望を行いましたので、お知らせします。 
 
・日 時 令和４年７月２５日（月）１１時３０分～１１時５５分 
 
・場 所 東京都庁第一本庁舎７階大会議室 
・応対者 黒沼副知事 
・要望者 特別区長会 会 長 山﨑 孝明（江東区長） 

副会長 武井 雅昭（港区長） 成澤 廣修（文京区長） 
幹 事 口 高顕（千代田区長) 坂本 健（板橋区長) 

  青木 克德（葛飾区長） 
 ・内 容 別紙 「令和５年度 都の施策及び予算に関する要望事項一覧」 

「令和５年度 都の施策及び予算に関する要望書」 
・会長発言要旨 
（児童相談所設置の促進） 
○ 今年度の財調協議で配分割合を協議することを合意している。 
○ 令和２年度財調協議では、都側からの提案で令和４年度には、区児相の通年の 
決算実績が確認できるので、この実績を基に配分割合を変更するということで、 
総務局長が出席のもと、区長会総会で了承を得ている。 

○ 都は、これを前提に協議に臨むことを期待する。 
○ 今年度の協議において、役割に見合った適切な配分割合が実現するよう、対 
 応をお願いする。 
（都区の役割分担に関する協議の実施） 
○ 平成２３年に中断したままとなっている都区のあり方検討委員会の協議の再 
開などをお願いする。 

（災害対策の充実） 
○ 帰宅困難者対策、大規模水害時における広域避難の体制整備などの災害対策 
 の具体策が講じられるようお願いする。 
（高校生等医療費助成事業補助） 
○ 高校生等医療費助成事業補助では、事業の提案者である都が、財源等につい 
 ても、すべて責任を持つべきであり、少なくとも４年目以降も都が財源を負担 
すべきである。子育て支援にかかる施策には、所得制限を設けるべきではない 
というのが、特別区の考えであり、都も是非その考え方に沿って欲しいと考える。 

（裏面に続く） 

特別区広報資料 



 
 
 
※ 特別区長会 

東京２３区長で構成する任意団体。 
特別区に共通する課題についての連絡調整及び調査研究、特別区の自治の発展を図る

ために必要な施策の立案及び推進などの活動を行っている。 
会 長：山﨑 孝明（江東区長） 
事務局：特別区長会事務局 

（千代田区飯田橋３－５－１ 東京区政会館１９階） 
 
※なお、特別区は平成１３年６月から全国市長会に加入している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜問い合わせ先＞ 
特別区長会事務局 
調査第１課長 藤嶋 賢輔 
電話 ０３－５２１０－９７３７（直通） 


